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議案第54号 

 

工事請負契約の締結について 

 

次のとおり工事請負契約を締結することについて、丹波市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成16年丹波市条例第50号）第

２条の規定により、議決を求める。 

 

令和５年９月１日提出 

 

丹波市長  林  時彦    

 

１ 工事名    北小学校北校舎長寿命化改良工事 

 

２ 契約金額   375,650,000円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 34,150,000円） 

 

３ 契約の相手方 名 称 前田建設 株式会社 

代表者 代表取締役 前田 忠 

所在地 兵庫県丹波市山南町池谷108番地 
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議案第55号 

 

物品購入契約の締結について 

 

次のとおり物品購入契約を締結することについて、丹波市議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成16年丹波市条例第50号）第

３条の規定により、議決を求める。 

 

令和５年９月１日提出 

 

丹波市長  林  時彦    

 

１ 物品名    情報系パソコン・プリンタ等 

 

２ 契約金額   21,807,500円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 1,982,500円） 

 

３ 契約の相手方 名 称 株式会社 デンテックス 

代表者 代表取締役 岸田 好史 

所在地 兵庫県丹波市柏原町南多田143番地の１ 
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議案第56号 

 

丹波少年自然の家事務組合の解散に係る協議について 

 

丹波少年自然の家事務組合を解散することについて、構成団体と協議するた

め、地方自治法（昭和22年法律第67号）第290条の規定により、議決を求める。 

 

令和５年９月１日提出 

 

丹波市長  林  時彦    

- 15 -



議案第57号 

 

丹波少年自然の家事務組合の解散に伴う財産処分に係る協議につ

いて 

 

丹波少年自然の家事務組合の解散に伴う財産処分を次のとおり定めることに

ついて、関係地方公共団体と協議するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第290条の規定により、議決を求める。 

 

令和５年９月１日提出 

 

丹波市長  林  時彦    

 

丹波少年自然の家事務組合の解散に伴う財産処分 

 

丹波少年自然の家事務組合の財産を次のように処分する。 

 

(１) 組合の解散時に保有する一切の財産、権利等は丹波市に帰属させる。 

(２) 前号に伴い必要となる経費については、関係地方公共団体が負担する

こととし、組合に拠出する。 
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議案第58号 

 

丹波少年自然の家事務組合規約の変更に係る協議について 

 

丹波少年自然の家事務組合規約（昭和54年丹波少年自然の家事務組合規約第

１号）を変更することについて、関係地方公共団体と協議するため、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第290条の規定により、議決を求める。 

 

令和５年９月１日提出 

 

丹波市長  林  時彦    

 

丹波少年自然の家事務組合規約の一部を改正する規約 

 

丹波少年自然の家事務組合規約（昭和54年丹波少年自然の家事務組合規約第

１号）の一部を次のように改正する。 

 

本則に次の１条を加える。 

（解散した場合の事務の承継及び決算審査） 

第15条 組合が解散した場合においては、丹波市がその事務を承継する。 

２ 前項の場合において、組合の管理者が調製した決算については、丹波市の監

査委員が審査を行い、その意見を付けて丹波市の議会の認定に付すものとす

る。 

附 則 

この規約は、兵庫県知事の許可の日から施行する。 
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議案第59号 

 

丹波市立竹田小学校の廃止について 

 

丹波市立竹田小学校を廃止したいので、丹波市議会の議決を経なければなら

ない重要な公の施設の利用等に関する条例（平成16年丹波市条例第59号）第３条

の規定により、同意を求める。 

 

令和５年９月１日提出 

 

丹波市長  林  時彦    

 

１ 施設名 丹波市立竹田小学校 

 

２ 所在地 丹波市市島町中竹田1703番地１ 

 

３ 用 途 学校 

 

４ 廃止年月日 令和６年４月１日 
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議案第60号 

 

丹波市立前山小学校の廃止について 

 

丹波市立前山小学校を廃止したいので、丹波市議会の議決を経なければなら

ない重要な公の施設の利用等に関する条例（平成16年丹波市条例第59号）第３条

の規定により、同意を求める。 

 

令和５年９月１日提出 

 

丹波市長  林  時彦    

 

１ 施設名 丹波市立前山小学校 

 

２ 所在地 丹波市市島町上竹田12番地１ 

 

３ 用 途 学校 

 

４ 廃止年月日 令和６年４月１日 
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議案第61号 

 

丹波市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 

丹波市立学校設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和５年９月１日提出 

 

丹波市長  林  時彦    

 

丹波市条例第 号 

 

丹波市立学校設置条例の一部を改正する条例 

 

丹波市立学校設置条例（平成16年丹波市条例第72号）の一部を次のように改正

する。 

 

別表第１中「竹田小学校」を「竹山小学校」に改め、同表小学校の部前山小学

校の項を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（丹波市立学校施設使用条例の一部改正） 

２ 丹波市立学校施設使用条例（平成16年丹波市条例第73号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第１中「竹田小学校」を「竹山小学校」に改め、同表前山小学校の項を削

る。 
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議案第62号 

 

丹波市アフタースクール実施条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

丹波市アフタースクール実施条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和５年９月１日提出 

 

丹波市長  林  時彦    

 

丹波市条例第 号 

 

丹波市アフタースクール実施条例の一部を改正する条例 

 

丹波市アフタースクール実施条例（平成26年丹波市条例第59号）の一部を次の

ように改正する。 

 

別表第１中「竹田アフタースクール」を「竹山アフタースクール」に改め、同

表前山アフタースクールの項を削る。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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